
投資リスクに関する説明 
 
以下には、本商品への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事

項を記載しています。ただし、本投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記
載されたリスク以外のリスクが存在することを予めご了承ください。 
事業者および匿名組合は、対応可能な限り、これらのリスクの発生の回避および発生した

場合の対応に努める方針ですが、回避および対応が結果的に十分である保証はありません。 
以下に記載するリスクが現実化した場合、出資金の評価額（出資元本）の下落または分配金
の額が減少し、その結果投資家が損失を被る可能性があります。 
各投資家は、自らの責任において、本項および本項以外の記載事項を慎重にご検討いただ

いた上で、本商品に関する投資判断を行う必要があります。 
 
価格変動リスク（金融サービス提供法第３条第１項第１号関連）  
（１）不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク対象不動産の価格は、不動産市

場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。その場合、
出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。対象不動産から生ずる事業
収益および経済的要因の変動により、出資持分（匿名組合員たる地位）の価額が当初
出資金を割り込むことがあります。契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資
持分（匿名組合員たる地位）の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、
組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分（匿名組合員たる地位）の価格が当
初出資金を割り込むことがあります。  

（２）余裕金の運用対象の価格変動リスク金融機関の破綻等により、損失を被ることがあり
ます。  

（３）上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組み  
（i）本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること  
（ii）本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組

合契約であること（出資金の返還の保証はされないこと）  
（iii）本事業者は本事業から生ずる損益の分配を何ら保証しているものではないこと  
（iv）余裕金については、法により運用方法が限定されていること 

 
信用リスク（金融サービス提供法第３条第１項第３号関連）  
（１）本事業者の倒産リスク  
（２）その他の信用リスク  

契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状
況により、出資持分の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。  



（３）上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組み  
（i）本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること  
（ii）本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組

合契約であること（本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約と異なり、
投資家保護基金・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと）  

（iii）本事業者は本事業から生ずる損益の分配を何ら保証しているものではないこと  
（iv）本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと 

 
その他のリスク（金融サービス提供法第３条第１項第５号、第７号関連）  
（１）法令・税制及び政府による規制変更のリスク 

本事業者の運用資産に関する税制若しくは不動産特定共同事業及び匿名組合に関す
る税制又は係る税制に関する解釈・運用・取扱が変更された場合、公租公課の負担が
増大し、その結果、本事業者の収益に悪影響を与える可能性があります。また、出資
持分に係る利益の配当、出資金の払戻し、譲渡等に関する税制又は係る税制に関する
解釈・運用・取扱が変更された場合、出資持分の保有又は売却による手取金の額が減
少する可能性があります。  

（２）不動産が滅失・毀損・劣化するリスク及び環境リスク 
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、
毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合、不動産の価格下落し損
失を被ることがあります。  

（３）不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク 
不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性が
あります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性
もあります。そのような場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては対象不動産の
資産価値減損することを防ぐために取得者である本事業者が当該欠陥、瑕疵等の補
修その他に係る予定外の措置、費用を負担することになり、本出資者に損失を与える
可能性があります。また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力があり
ません。従って、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は、不動産に
係る権利を取できないことや予想に反して第三者の権利が設定されていることがあ
り得ます。このような場合、本事業者は、売主等に対して法律上又は契約上許容され
る限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありませ
ん。  

（４）不動産にかかる所有者責任に関するリスク 
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、
損害賠償義務が発生し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があます。特
に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています（民法第



７１７条）。従って、本事業者が保有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それ
を原因として、第三者に損害が生じる場合には、最終的に本事業者が損害賠償義務を
負担する可能性があります。本事業者は、かかるリスクに対処するため、不動産の取
得時の物件精査及びその後の管理を通じて、保有する不動産の瑕疵の把握に努め、瑕
疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針です。しかし、個別の事情に
より保険契約等が締結されない場合、保険契約で支払われ上限額を上回る損害が発
生した 場合、保険契約でカバーされない事故が発生した場合又は保険契約に基づく
保険会社による支払いが他の何らかの理由により行われず、若しくは遅れる場合に
は、本事業者は重大な影響を受ける可能性があります。  

（５）本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク 
本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合並びに
営業年度の終了時を除いて認められておりません。また、組合員たる地位の第三者へ
の譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡す
ることができない場合があります。  

（６）匿名組合契約の終了に関するリスク 
本契約は、（ⅰ）対象不動産全部の売却等の完了、（ⅱ）本事業の継続の不能、（ⅲ）
本事業者に係る破産手続開始の決定のいずれかであって、本事業者が自らの資金を
利用した出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるとき、のいずれかが
生じた場合には、本契約は終了します。 本契約が終了した場合には、本出資者は本
来得られたであろう分配金を受ける出資機会を、喪失することとなります。  

（７）匿名組合員は本事業に関する指図ができないことに関するリスク 
本契約において本事業の遂行は本事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであ
り、これらについて本出資者が直接指示を行うことはできません。但し、本出資者は
計算期間ごとの財産管理報告書の送付を受け本事業者の業務執行状況及び本匿名組
合の財産状況等につき質問し意見を述べることができます。また、本事業者の主たる
事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業に係る業務及び財産の状
況を記載した書類、事業参加者名簿を閲覧することができます。  

（８）契約の解除及び買取が一時的に多発することに関するリスク  
契約の解除及び買取が一時的に多発した場合は、不動産取引（本事業）が継続できな
くなるおそれがあります。  

（９） 契約上の権利を行使することができる期間の制限または本契約の解除をすることが
できる期 間の制限について本契約に基づき発生した利益分配請求権又は出資の価
額の返還請求権については、商事消滅時効（５年）の適用があります。本契約解除に
ついては、クーリングオフ（法第２６条に基づく解除）については解約できる期間に
制限があります。 

以上 


